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小樽市建築基準法施行細則新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

最近改正 令和３年８月30日規則第51号 制  定 昭和43年４月５日規則第28号 

  

 （適用の除外）  （適用の除外） 

第１条の２ この規則の規定は、法第７７条の１８から

第７７条の２１までの規定により国土交通大臣又は都

道府県知事が指定した者が法第６条の２第１項（法第

８７条第１項、第８７条の４又は第８８条第１項  

若しくは第２項において準用する場合を含む。）又は

第７条の２第４項（法第８７条の４又は第８８条第１

項  若しくは第２項において準用する場合を含む。）

の規定により行う事務については、第２条の２、第３

条、第２０条、第２４条の２から第２６条まで及び第

３１条の規定を除き適用しない。 

第１条の２ この規則の規定は、法第７７条の１８から

第７７条の２１までの規定により国土交通大臣又は都

道府県知事が指定した者が法第６条の２第１項（法第

８７条第１項、法第８７条の４又は法第８８条第１項

若しくは第２項において準用する場合を含む。）又は

法第７条の２第４項（法第８７条の４又は法第８８条

第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）

の規定により行う事務については、第２条の２、第３

条、第２０条、第２４条の２から第２６条まで及び第

３１条の規定を除き適用しない。 

 （申請者及び届出者の資格）  （申請者及び届出者の資格） 

第２条 法、令、省令及びこの規則により特定行政庁で

ある市長（以下「市長」という。）又は建築主事若し

くは建築副主事に申請又は届出をしようとする者が、

未成年者又は成年被後見人であるときはその法定代理

人が、被保佐人であるときはその保佐人が、被補助人

（民法（明治２９年法律第８９号）第１３条第１項第

８号に規定する行為を制限されているものに限る。）

であるときはその補助人が連署をしなければならな

い。 

第２条 法、令、省令及びこの規則により特定行政庁で

ある市長（以下「市長」という。）又は建築主事  

       に申請又は届出をしようとする者が、

未成年者又は成年被後見人であるときはその法定代理

人が、被保佐人であるときはその保佐人が、被補助人

（民法（明治２９年法律第８９号）第１３条第１項第

８号に規定する行為を制限されているものに限る。）

であるときはその補助人が連署をしなければならな

い。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 （建築物の建築についての確認の特例）  （建築物の建築についての確認の特例） 

第２条の２ 令第１０条第３号ハ又は第４号ハに規定す

る建築物の建築に関する確認の特例について規則で定

める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、

当該各号に定める規定とする。 

第２条の２ 令第１０条第３号ハ又は第４号ハに規定す

る建築物の建築に関する確認の特例について規則で定

める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、

当該各号に定める規定とする。 

 ⑴ 令第１０条第３号に規定する建築物 条例第９

条、第１０条、第１４条、第１６条、第３３条第２

項        及び第３項並びに  第３４条

の規定 

 ⑴ 令第１０条第３号に規定する建築物 条例第９

条、条例第１０条、条例第１４条、条例第１６条、

条例第３３条第２項及び第３項並びに条例第３４条

の規定 

 ⑵ 令第１０条第４号に規定する建築物 条例第９

条、第１０条、第１４条第２項    及び第３項、

第１６条、第３３条第３項    （同項第３号を

除く。）並びに  第４２条の規定 

 ⑵ 令第１０条第４号に規定する建築物 条例第９

条、条例第１０条、条例第１４条第２項及び第３項、

条例第１６条、条例第３３条第３項（同項第３号を

除く。）並びに条例第４２条の規定 

  

 （建築物の建築等に係る許可申請）  （建築物の建築等に係る許可申請） 

第７条 次に掲げる許可を受けようとする場合は、省令

第１０条の４第１項に規定する許可申請書の正本及び

副本に、それぞれ、省令第１条の３第１項の表１に掲

げる付近見取図、配置図、各階平面図、２面以上の立

面図、２面以上の断面図、同項の表２に掲げる日影図

（第９号及び第１０号に限る。）その他市長が必要と

認める書類を添付して、市長に申請しなければならな

い。 

第７条 次に掲げる許可を受けようとする場合は、省令

第１０条の４第１項に規定する許可申請書の正本及び

副本に、それぞれ、省令第１条の３第１項の表１に掲

げる付近見取図、配置図、各階平面図、２面以上の立

面図、２面以上の断面図、同項の表２に掲げる日影図

（第９号及び第１０号に限る。）その他市長が必要と

認める書類を添付して、市長に申請しなければならな

い。 

 ⑴－⑶ （略）  ⑴－⑶ （略） 
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 ⑷ 法第４８条第１項ただし書、第２項ただし書、第

３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただし書、

第６項ただし書、第７項ただし書、第８項ただし書、

第９項ただし書、第１０項ただし書、第１１項ただ

し書、第１２項ただし書、第１３項ただし書又は第

１４項ただし書（法第８７条第２項又は第３項にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定

による許可 

 ⑷ 法第４８条第１項ただし書、第２項ただし書、第

３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただし書、

第６項ただし書、第７項ただし書、第８項ただし書、

第９項ただし書、第１０項ただし書、第１１項ただ

し書、第１２項ただし書又は第１３項ただし書  

       （法第８７条第２項又は第３項にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定

による許可 

 ⑸－⑻ （略）  ⑸－⑻ （略） 

 ⑼ 法第５５条第４項各号の規定による許可  ⑼ 法第５５条第３項各号の規定による許可 

 ⑽－(23) （略）  ⑽－(23) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 （工作物の築造に係る許可申請）  （工作物の築造に係る許可申請） 

第７条の２ 法第８８条第２項において準用する法第４

８条第１項ただし書、第２項ただし書、第３項ただし

書、第４項ただし書、第５項ただし書、第６項ただし

書、第７項ただし書、第８項ただし書、第９項ただし

書、第１０項ただし書、第１１項ただし書、第１２項

ただし書、第１３項ただし書若しくは第１４項ただし

書又は法第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第

３項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）

の規定による許可を受けようとする場合は、省令第１

０条の４第４項に規定する許可申請書の正本及び副本

に、それぞれ、省令第３条第２項の表に掲げる付近見

取図、配置図、平面図又は横断面図、側面図又は縦断

面図その他市長が必要と認める書類を添付して、市長

に申請しなければならない。 

第７条の２ 法第８８条第２項において準用する法第４

８条第１項ただし書、第２項ただし書、第３項ただし

書、第４項ただし書、第５項ただし書、第６項ただし

書、第７項ただし書、第８項ただし書、第９項ただし

書、第１０項ただし書、第１１項ただし書、第１２項

ただし書若しくは第１３項ただし書        

 又は法第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第

３項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）

の規定による許可を受けようとする場合は、省令第１

０条の４第４項に規定する許可申請書の正本及び副本

に、それぞれ、省令第３条第２項の表に掲げる付近見

取図、配置図、平面図又は横断面図、側面図又は縦断

面図その他市長が必要と認める書類を添付して、市長

に申請しなければならない。 

２ 令第１３８条第４項第１号又は第５号に掲げる工作

物に係る前項に規定する許可についての許可申請書に

は、工場・危険物調書（様式第１号）を添付しなけれ

ばならない。 

２ 令第１３８条第３項第１号又は第５号に掲げる工作

物に係る前項に規定する許可についての許可申請書に

は、工場・危険物調書（様式第１号）を添付しなけれ

ばならない。 

  

 （一の敷地とみなすこと等による建築物の認定申請等

の添付書類） 

 （一の敷地とみなすこと等による建築物の認定申請等

の添付書類） 

第７条の４ 省令第１０条の１６第１項第４号、第２項

第３号若しくは第３項第３号又は  第１０条の２１

第１項第３号の規定により市長が規則で定めるもの

は、市長が必要と認めて指示した図書とする。 

第７条の４ 省令第１０条の１６第１項第４号、第２項

第３号若しくは第３項第３号又は省令第１０条の２１

第１項第３号の規定により市長が規則で定めるもの

は、市長が必要と認めて指示した図書とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （許可、認定又は承認の通知）  （許可、認定又は承認の通知） 

第９条 市長又は建築主事若しくは建築副主事は、申請

に対して許可、認定（これらの取消しを含む。）又は

承認をした場合は、省令で定める許可通知書、認定通

知書、許可取消通知書若しくは認定取消通知書又は許

可内容等変更承認通知書（様式第８号）を、それぞれ

当該申請者に交付するものとする。 

第９条 市長又は建築主事         は、申請

に対して許可、認定（これらの取消しを含む。）又は

承認をした場合は、省令で定める許可通知書、認定通

知書、許可取消通知書若しくは認定取消通知書又は許

可内容等変更承認通知書（様式第８号）を、それぞれ

当該申請者に交付するものとする。 

  

 （添付すべき図書の省略）  （添付すべき図書の省略） 

第１１条 省令第１条の３第１項又は  第３条第１項

の規定により構造詳細図を添付することとされている

建築物又は工作物に係る確認の申請をする場合におい

第１１条 省令第１条の３第１項又は省令第３条第１項

の規定により構造詳細図を添付することとされている

建築物又は工作物に係る確認の申請をする場合におい
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て、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したもの

であり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を２面

以上の断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の

添付を省略することができる。 

て、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したもの

であり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を２面

以上の断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の

添付を省略することができる。 

２ 敷地を異にする２以上の建築物でその平面計画、規

模及び構造が同一であるものについて確認申請書を同

時に２以上提出する場合は、敷地の位置が相互に近接

しているときに限り、省令第１条の３第１項の表１

（ろ）項及び（は）項に掲げる図書は、一の確認申請

書のみに添付するものとし、その他の確認申請書には

添付を省略することができる。ただし、建築主事又は

建築副主事が必要があると認めて指示したときは、こ

の限りでない。 

２ 敷地を異にする２以上の建築物でその平面計画、規

模及び構造が同一であるものについて確認申請書を同

時に２以上提出する場合は、敷地の位置が相互に近接

しているときに限り、省令第１条の３第１項の表１

（ろ）項及び（は）項に掲げる図書は、一の確認申請

書のみに添付するものとし、その他の確認申請書には

添付を省略することができる。ただし、建築主事  

     が必要があると認めて指示したときは、こ

の限りでない。 

  

 （取下げ届等）  （取下げ届等） 

第１３条 申請者は、当該許可、認定、認可、指定、確

認又は検査を受けようとして提出した申請書を当該許

可、認定、認可若しくは指定の通知書、確認済証又は

検査済証若しくは中間検査合格証の交付を受ける前に

取り下げるときは、取下げ届（様式第１２号）を市長

又は建築主事若しくは建築副主事に提出しなければな

らない。 

第１３条 申請者は、当該許可、認定、認可、指定又は

確認を   受けようとして提出した申請書を当該許

可、認定、認可若しくは指定の通知書又は確認済証 

               の交付を受ける前に

取り下げるときは、取下げ届（様式第１２号）を市長

又は建築主事         に提出しなければな

らない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 （建築協定の認可等の申請）  （建築協定の認可等の申請） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ 条例第５８条の２前段の規則で定める書類は、次に

掲げる書類（法第７６条の３第１項の規定による建築

協定の場合は、第３号及び第５号に掲げる書類を除

く。）のそれぞれ２部とする。 

２ 条例第５８条の２前段の規則で定める書類は、次に

掲げる書類（法第７６条の３第１項の規定による建築

協定の場合は、第３号及び第５号に掲げる書類を除

く。）のそれぞれ２部とする。 

 ⑴ 法第７０条第１項又は 第７６条の３第２項に規

定する建築協定書 

 ⑴ 法第７０条第１項又は法第７６条の３第２項に規

定する建築協定書 

 ⑵－⑹ （略）  ⑵－⑹ （略） 

３ 条例第５８条の２後段の規定による規則で定める書

類は、次に掲げる書類のそれぞれ２部とする。 

３ 条例第５８条の２後段の規定による規則で定める書

類は、次に掲げる書類のそれぞれ２部とする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 法第７３条第１項の規定により認可を受けた建築

協定書（法第７４条第２項（法第７６条の３第６項

において準用する場合を含む。）又は 第７６条の

３第４項の規定により準用する場合のものを含む。） 

 ⑵ 法第７３条第１項の規定により認可を受けた建築

協定書（法第７４条第２項（法第７６条の３第６項

において準用する場合を含む。）又は法第７６条の

３第４項の規定により準用する場合のものを含む。） 

 ⑶－⑺ （略）  ⑶－⑺ （略） 

  

 （建築協定等の縦覧期間）  （建築協定等の縦覧期間） 

第１６条 法第７１条（法第７４条第２項（法第７６条

の３第６項において準用する場合を含む。）又は 第

７６条の３第４項において準用する場合を含む。）の

規定による縦覧期間は、３週間とする。 

第１６条 法第７１条（法第７４条第２項（法第７６条

の３第６項において準用する場合を含む。）又は法第

７６条の３第４項において準用する場合を含む。）の

規定による縦覧期間は、３週間とする。 

  

 （特定建築設備等の定期報告）  （特定建築設備等の定期報告） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 省令第６条第１項に規定する市長が定める報告の時

期は、毎年における次に掲げる期間とする。 

２ 省令第６条第１項に規定する市長が定める報告の時

期は、毎年における次に掲げる期間とする。 
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 ⑴ 令第１６条第３項第１号に掲げる昇降機にあって

は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める期間 

  ア 基準月（法第７条第５項又は 第７条の２第５

項（法第８７条の４においてこれらの規定を準用

する場合を含む。）の規定による検査済証の交付

を受けた日の属する月をいう。以下この号におい

て同じ。）が１月又は６月から１２月までである

場合 当該基準月の２月前の月の初日から当該基

準月の末日まで 

  イ （略） 

 ⑴ 令第１６条第３項第１号に掲げる昇降機にあって

は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める期間 

  ア 基準月（法第７条第５項又は法第７条の２第５

項（法第８７条の４においてこれらの規定を準用

する場合を含む。）の規定による検査済証の交付

を受けた日の属する月をいう。以下この号におい

て同じ。）が１月又は６月から１２月までである

場合 当該基準月の２月前の月の初日から当該基

準月の末日まで 

  イ （略） 

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

 （工事中の不適合建築物等の届出）  （工事中の不適合建築物等の届出） 

第２９条 現に工事中の建築物又は当該建築物の部分が

用途地域、高度利用地区又は防火地域若しくは準防火

地域についての都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第４条第１項に規定する都市計画の決定又は変更

により、法第４８条第１項から第１３項まで、第５２

条第１項 、第２項、第７項若しくは第８項、第５９

条第１項又は  第６１条の規定に適合しなくなった

場合は、当該建築物の建築主は、当該工事の完了時に

おける当該建築物の状況を工事中の不適合建築物の届

出書（様式第２７号）により、当該工事の完了後、速

やかに市長に届け出なければならない。 

第２９条 現に工事中の建築物又は当該建築物の部分が

用途地域、高度利用地区又は防火地域若しくは準防火

地域についての都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第４条第１項に規定する都市計画の決定又は変更

により、法第４８条第１項から第１３項まで、法第５

２条第１項、第２項、第７項若しくは第８項、法第５

９条第１項又は法第６１条の規定に適合しなくなった

場合は、当該建築物の建築主は、当該工事の完了時に

おける当該建築物の状況を工事中の不適合建築物の届

出書（様式第２７号）により、当該工事の完了後、速

やかに市長に届け出なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

 （違反建築物の公告の方法）  （違反建築物の公告の方法） 

第３０条 法第９条第１３項（法第１０条第４項又は 

第８８条第１項から第３項までにおいて準用する場合

を含む。）の規定による公告の方法は、様式第２９号

による標識を当該建築物又はその敷地内に設置して行

うものとする。 

第３０条 法第９条第１３項（法第１０条第４項又は法

第８８条第１項から第３項までにおいて準用する場合

を含む。）の規定による公告の方法は、様式第２９号

による標識を当該建築物又はその敷地内に設置して行

うものとする。 

  

様式第１１号 （略） 様式第１１号 （略） 

様式第１２号 （略） 様式第１２号 （略） 

様式第１３号 （略） 様式第１３号 （略） 

  

 

 


